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給与から新たに控除される「子ども・子育て支援金」について
　　政府の「こども未来戦略」に基づき、子ども・子育て施策の財源として、2026年度から新たに「子ども・子育て支援金」の負担が始まります。当社で健康保険に加入している社員の方は、健康保険料とあわせてこの支援金を負担することとなり、2026年4月分の給与（実際の控除開始月は2026年5月支給分）から控除が始まる予定です。
　
支援金の負担額は、「標準報酬月額 × 支援金率」により算出され、社員のみなさま各自の標準報酬月額に応じて金額が異なります。また、昇給や降給などにより標準報酬月額が変更となった場合には、それに伴い支援金の負担額も変動します。
　
なお、支援金率は制度開始後、段階的に引き上げられる予定となっており、現時点では2026年度は0.23％、2028年度には0.4％程度となることが見込まれています。
※支援金率は毎年度見直しが行われるため、実際の率は今後の法令・告示等により確定します。
　
当社では、給与計算システムの仕様上の都合により、「子ども・子育て支援金」の控除額については、給与明細上では健康保険料に上乗せした形で表示されます。（会社により修正して下さい）
そのため、該当月の給与明細においては、健康保険料の控除額が従来より増加しますが、これは健康保険料そのものの引き上げではなく、本制度に基づく「子ども・子育て支援金」が新たに上乗せされることによるものです。
※「子ども・子育て支援金」は健康保険料と同様に会社と社員の折半負担となっており、給与から控除されるのは社員負担分のみで、会社も同額を負担しています。

この制度は、社会全体で子どもや子育て世帯を支えるための新たな仕組みとして創設されたものです。制度の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。
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